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【陳情内容】  

「司法修習生採用選考審査基準」に国籍条項を設けることを求める意見書を提

出していただきたいです。  

【陳情趣旨】  

   平成２１年から、「司法修習生採用選考審査基準」に、国籍条項がなくなりま

した。つまり、現在は、中国籍、韓国籍、アメリカ合衆国籍等、外国籍の人でも、

司法修習生になれるということであり、日本の裁判官、検察官、弁護士になれる

ということです。私は、これは、とても危険なことだと考えています。  

 政府統計によると、２０２４年に日本に在留していた中国人は８８５，７４３

人、韓国人は４０９，２３８人、北朝鮮人は２３，２０６人でしたが、それらの

国では反日教育が行われているので、日本人に対して、憎しみを持っている人が

一定数いると考えられます。そのような人が、日本の裁判官、検察官、弁護士に

なったら、日本人に不利益な判決や対応をする可能性が十分にあります。  

 例えば、日本人に対しては、無罪を有罪にする、本来より重い刑罰を下す、不

当な逮捕や取り調べをする。逆に、自分と同じ国籍の人に対しては、有罪を無罪

にする、刑罰を軽くする、犯罪を見逃す。このようなことが考えられます。特に

中国には、「国防動員法」「国家情報法」があるので、大変危険です。  

 「国防動員法」は、１８歳から６０歳までの男性と１８歳から５５歳までの女

性に、国防勤務と平時の国防動員準備業務を義務づける法律であり、「国家情報

法」は、国家が行う情報工作活動に協力することを義務づけるものです。そして、

これらはいずれも、日本在住の中国人にも適用されます。  

 「国防動員法」「国家情報法」に関係していると断定はできませんが、実際、

以下の事件が起きています。２０１９年２月、富士精工の中国籍の社員が、不正



 

 

な利益を得る目的で会社のサーバーにアクセスし、自動車製造に使用される設計

図などの営業秘密の情報を複製したとして検挙された。２０２１年４月、宇宙航

空研究開発機構（ＪＡＸＡ）など２００に上る組織が、大規模なサイバー攻撃を

受けた事件において、サイバー攻撃に使用された国内のレンタルサーバーを偽名

で契約・使用した疑いで、警視庁が２人の中国人を、私電磁的記録不正作出・同

供用容疑で書類送検した。２０２３年４月、国内の電子機器メーカーに勤務して

いた技術者の中国人男性が、スマート農業の情報を不正に持ち出し、中国にある

企業の知人２人に渡したとして、警察当局が捜査している。男性は中国共産党員

であり、中国人民解放軍との接点もあったことが判明している。２０２３年６月、

産業技術総合研究所で、中国籍の主任研究員が、研究成果を中国企業に漏洩した

とされ逮捕された。２０２３年１１月、東京都のパスポートセンターで窓口業務

を担当していた委託業者の中国籍の職員が、申請者など１，９００人以上の個人

情報を不正に持ち出したことが発覚した。  

また、米連邦捜査局（ＦＢＩ）は、「中国当局が中国人留学生に対し、技術情

報窃取のターゲットを物色させている」と報告しています。ドイツ政府は、「中

国の国費でドイツに留学する学生が、留学先の大学や研究機関でスパイ行為を働

く危険がある」と懸念を表明、大学に警戒を促しています。また、２０２２年に、

米連邦捜査局（ＦＢＩ）と英防諜機関ＭＩ５の合同記者会見の場で、ＭＩ５のケ

ン・マッカラム長官が「中国共産党は、ビジネスマンや研究者、留学生など多様

なチャネルを通じて情報を集める」と指摘しています。  

米国シンクタンクのＣＳＩＳの「２０００年から２０２３年までの中国による

諜報活動に関する報告書」によれば、２０００年以降の米国に対する中国のスパ

イ活動（技術窃取やハッキングなどを含む）の報告例２２４件のうち、４１％に

中国の民間人が関与していると報告しています。  

また、現在は、イランとイスラエル・アメリカ等の戦争、ロシアとＮＡＴＯの

戦争、アメリカのベネズエラへの攻撃があり、台湾有事が起こる可能性もありま

す。戦争は、それが起こる前に、自国に有利に働くように様々な工作が行われま

すが、その一環として、重要人物の拘束・殺害、重要情報や技術の収集等々が行

われます。つまり、外国籍の人が、裁判官、検察官、弁護士になったら、その立

場を利用して、そのような活動をする可能性が十分にあるのです。  

これらのことから、私は、外国籍の人が司法修習生になるのは、国家安全保障

に関わる重大な問題だと考えています。  

このようなことから、ぜひとも、「司法修習生採用選考審査基準」に国籍条項

を設けることを求める意見書を地方自治法第９９条の規定に基づき、提出してい

ただきたいと思い、この陳情書を提出いたします。  

 

  令和８年５月２５日  

 



 

 

    伊勢原市議会議長 大垣 真一 殿  

 

                    一般社団法人 共存共栄クラブ  

                    代表 伊藤 豪 印  


